
次世代育成支援対策推進法にかかる後期行動計画の推進状況について 

 

１ 前期行動計画期間 

 令和７年度から令和１１年度まで（令和７年４月１日～令和１２年３月３１日） 

 

２ 数値目標 

（１） 育児休業取得率 

   男性職員は、『妻の出産に伴う特別休暇』及び『育児支援のための特別休暇』

について、それぞれ取得率を８５％以上にする。 

   女性職員は、育児休業等（育児休業、部分休業又は育児時間のいずれか）の取

得率を１００％にする。 

 

【令和６年度育児休業取得率】 

 男性職員 

  該当者なし 

 

 女性職員 

  該当者なし 

 

 

（２） 時間外勤務の縮減 

   職員の時間外勤務等時間数（振替を除く）について、一人当たりの月平均時間

を４．０時間（月平均／人）とする。 

  令和６年度実績 月平均４．３時間／人 

 

【令和６年度時間外勤務実績】 

目標値 令和６年度 

４．０ 

月平均／人 

４．３ 

月平均／人 

 

 

（３） 年次有給休暇取得日数 

   職員一人当たりの年間の有給休暇取得目標を１０日以上とします。 

【設定目標】 

目標値 令和６年度 

１０日 １６．１日 

 


